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19世紀初期のロシアにおける改革運動の底流(工〉

I-l..f 

Zゴ 間 徹

序.カノレポヴイッチの19世紀ロシア史観

M. カノレポヴイヅチ (1888~1959) ~l ， 1957年引退するまで， 30年間，ハーヴァード大

学の講壇に立ち，アメリカにおけるロシア史研究の指導的存在であった。故教授の指導の

もとに，多くの逸材が輩出し現在，アメリカの諸大学や研究所などで，教授としてまた

研究者として活躍していることは，カノレポヴイヴチの引退にさいして，尊敬と愛情と惑謝

の気持をこめて献呈された論文集をーべつすれば十分であろう oI〉おそらく，ロシア史研

究におけるカルポヴイヴチの最も独創的な寄与は， 19世紀ロシア思想史の分野であったろ

うと思われる C 戦後，ハーヴァード大学でこの分野の講義がおこなわれたが，まだ著書と

Lて出版されていなL、。しかし，さ~ 'JっL、なことに，これらの講義は逐語的に筆記されて

いるそうである。生涯の友， G. ヴエノレナツキーとともに， 10巻本の「ロシア史 jの刊行

を企画 L，最後の 4巻はカノレポヴイヅチが担当 L，19世紀の初めからのロシア史をあっか

うことが約束されていたのであるが，その完成をみないで，他界してしまったことは，惜

しみてもあまりある。おそらく，カルポヴイヅチ担当の諸巻が刊行されていたら，かれの

最も関心を寄せていた19世紀のロシア史について，とくに思想と政治について，示唆に富

む成果に接することができ，またかれの19世紀ロシア史観を十分窺い知ることができたで

あろう O 勿論， かれの最初の著書“ ImperialRussia" (New Y ork， 1932)がまちる。上述

の未刊の大著は，も L刊行されていたら，この最初の著書の主題に回帰するものであった

かも LれなL、また <<0630ppyCCKO註 HCTOpHlfOT HaqaJIa .neB兄THa.nuaToroBeKa瓦O

peBOJIぉUHH>>(The Hague， 1958) があるつこれは 1930年代および40年代にハーヴァード

で多数の著名学者を招いておこなった有名な連続講義「ローマ帝国の滅亡より現代に至る

ヨーロヅパの歴史jのなかで，カノレポヴイヅチがロシア史をあっかい，その講義をのちに

またハーヴァードで少数の聴衆を蔀にロシア語でくりかえしたものである C この[概観j

(<0630P>)は名講義である C ここに圧縮された形でかれの19世紀ロシア史観が出ている C

そこでまず， i概観J<<0630p>>に基づいて，カルポヴイヅチの 19世紀ロシア史観を紹

介論評し本論文の出発点と LたL、カノレポヴィッチは，西欧の 19堂紀を「進歩j，ロシ

アの19世紀を「停滞jとみる見解，歴史文献に一再ならず表明されたこの見解を根拠なき

皮怒な妄説として斥けて~ ，る o 19世紀ロシアの「停滞;説は正に一種の錯覚あるいは幻想、

であるという。このような「幻想jの由って来たるところは，西致では， 20世紀初頭まで，

すでに過去の遺物となってしまった絶対君主昔話を，ロシアが20世紀初頭まで経持しつづけ

1) Russian Thought and Politics (Harvard Slavic Studies， Vo¥. IV.)， Harvard University Press. 
Camhridge，孔1ass.，1957. 
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岩間 撤

てきたことにある C つまり， 19世紀をつうじてロシアの専制政治 ((CaMO)l.ep況 amte>> が不

動のままだったから， 19世紀ロシアは拝滞していたのだというにはかならない。しかし，

カルポヴィッチによれば，この時代遅れの，また一見変化のない政治形式の外皮の下に，

ロシアではきわめて本質的なまた重要な内部的変化が生じていたというのである。この内

部的変化は序々に経済・社会構造を変え，文化生活を変え，また政治生活すら変えたので

あって，このことを皮椙な観察者は気がつかなかったというのであるJ〉
19世紀のロシアの歴史は不動と停滞の状態にあったのではなL、。それどころか，ダイナ

ミズムの過剰があったほどだ。カノレポヴイヅチによれば，この時代は「吉い秩序と新しい

原理との関争の時代jであった 03) r古い秩序j辻 19世紀ロシアが先行の摩史から継承し
た遺産であった。また「新しい京理Jは，一面，国民的諸要求から自然、発生したものであ

り，地面，西欧の影響によってロシア生活に持込まれたものであった。ロシアの経済発展

が従前の社会構成一一糞族=地主とし、う特権階級が支配的地位を占め，農民の多くがかれ

らの農奴であった一ーの基礎を徐々に掘りくずしつつあったと同時に，教養ある社会では

西欧から入ってきた政治的自由，市民的権利，社会的平等の思想、が成長強化したのであ

るO これらの力に押されて，専制政府も譲歩を余議なくされ，たとい部分的改革であれ，

改革をおこなわないわけにいかなくなった。

以上のように， r古い秩序と新しい原理Jとの関争が改革の方向に作用したことをカル
ポヴィッチは強調している O この間じ方向に作用したもうひとつの要素として，かれはロ

シアの新しい国際的地位をあげている 04)18世紀以来ロシアはヨーロッパの大国のひとつ

となった。また，北アジアを太平洋岸までのびる京大な領土をもったことは，ロシアをヨ

ーロヅパとアジアにまたがるいわば世界国家としたっその帝冨的課題を果たすためにロシ

ア政府としては行政機関をさらに整揮し，工業をさらに発展させる必要があった。そして

行政機関の整備と工業の発展とのために一般教育ならびに技術教育を発達させる必要があ

った。対外政策と塁内政策とのむすびつきが強化されたこともまた不可避で，そのことは

19世紀初めのナポレオγ戦争， 1850年代のクリミア戦争， 20 世紀初頭の日露戦争，最後

に1914-18年の第一次世界大戦がそれぞれロシアの圏内的進畏に果たした役割を想起すれ

ば十分で島ろうと述べている O

「概観J<<0630P>)において，カノレポヴイヅチは1801年から1917年までのロシア史をつぎ

の三期に分けている O すなわち，第一期は19世紀の初めから1861年の農奴解放まで，第二

期は農奴解放から1906年の立憲体制の導入まで，そして第三期は立憲体制の導入から1917

年の革命までとしている C

カノレポヴィッチの「概観J<<0630P>>は説得力に富む名講義である O 西欧の19ti士紀を「進

歩J，ロシアの 19世紀を「停滞j として対辻する見解を斥け， 19世紀ロシアのダイナミズ

ムを指摘したことは正に卓晃というべきであろう O 専制政治という f時代遅れJの体制そ

2) MHXaHJI KapnoBH立 0630PpyCCKO誼 HCTOpHHOT HaqaJIa ~eB兄THa~~aToro BeKa瓦opeBo-

JIIOUHH. 1958， CTp. 8-9. (以下 0630pと略す〉

3) OO30p. CTp. 9. 

4) 0630p. CTp. 10. 
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19世紀初期のロシアにおげる改革運動の底流 (1)

のものは変わらなかったとはL、ぇ，その{本制内部に変革が進行していた事実を兄失うこと

法，カノレポヴィッチのいうとおり， r錯覚Jであり， r幻想j であろう。ところで問題は
体制内変革の「方向!である。前述Lたように，カノレポヴイヅチは f改革」への方向を強

調しているの言葉をかえていえば‘ 19世紀ロシア史をいわば改革史と Lてとらえているの

である。「概観J<<0630P))において，カノレポヴイヅチは1917年革命前夜のロシアについて

つぎのように述べている。 r壁史的バースベクチヴにおいていまやすでにあきらかなこと
は，革命前夜のロシアではロシアの室面したあらゆる問題を漸進的かつ平和的発展の道を

とおして解決しうる機会があったということである O おそらく当時二つの相対立する政治

的陣営に麗していた二人の卓越せる人物も閉じように考えていたものと患う O その二人の

人物というのはストノレイピ γとレーニ γである。ストノレイピンは1906""""11年首相であった

が，かれはこういったc をわれわれに25年の平和をあたえよ，そうすればロシアはみちが

えるほど変わるだろうJ これとは反対に，レーニ γは 1913年にヨーロヅパ戦争の到来を

夢みていた。 f可となれば戦争においてのみ革命が務利する唯一の機会があるとみていたか

らである。J5}以上はカノレポヴィツチの改革史的19世紀ロシア史観から生まれた解釈で、あん

うのこの解釈に対 L，立は一面において意認しつつ，抱面において疑問をもつものであ

るの

ストノレイピンは平和を希望したc レーニ γは戦争を希望したの前者は平和をとお Lて改

革を所期したの後者i主戦争をとおして革命を所期したO かように両者は一見相反する希望

と期待とを抱いていたっしかし再者はその墜史的展望においては共通していたむけだ L‘ 

両者とも革命前夜のロシアはその当面せるあらゆる問題を漸進的かっ平和的発展の道一一

改革の道一ーをとお Lて解決しうる機会があったという共通の認識の上に立っていたから

だというのがカルポヴイヅチの解釈である。ここに私は一面の真理があることを認めるに

菩かでなL、と同時に， 19iit紀ロシア史のダイナミズムにおいて警 !改革」の契機のよえが

とりあげられて革命」の契機が捨象されているのではないか，という疑問が湧いてく

る。むLろ， 19註紀ロシア史のダイナミズムには，改革の契機とともに，革命の契機が存

在したことを考えるべきではあるまいか。改革の契機と革命の契機との同時的存在こそ，

19世紀ロシア史のダイナミズムの基本的内容ではあるまいか。ストノレイピ γの平和をとお

して改革という方式のうらには，戦争の勃発によって改革の道が中酷しまかりまちがえば，

革命がおこるかもしれない，という革命への恐怖がひそんでいたと思われるつまた，レー

ニンの戦争をとおして革命へという方式のうらには，平和の継続によって，かれの嫌悪す

るブルジョア的改革の道の可能性を考えたからにほかならなL、。かように，ストノレ千ピン

の革命への恐姉，レーニンの改革への嫌悪には，両者に共通の歴史認識と Lて，おそらく，

改革と革命との二つの契識の同時的存在があったと豆、われる。したがって，革命前夜のロ

シアにおし、ては，カノレポヴィッチの指摘するように，ロシアの室面 Lたあらゆる問題を漸

進出]，かつ平和的発長の道をとおして解決しうる機会があったのであるが，それと同時二に，

ラヂカルな暴力的発長の道の可能性もまた存在Lていたことを認めないわけにいかないで

あろう。

S) 0630p. CTp. 38. 
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以上が本論文における私の問題の出発点であるO 本論でとりあげる問題は， 19世紀初頭

の改革の道の検討であるが，この検討をとおして， 19世紀ロシア史のダイナミズムを構成

する改革と草命との二つの契機の同時的存在を証明するひとつの手がかりにしようと思

うO

工 改革諸綱領の分析

1801年 3月11日の宮廷草命によって暗殺されたパーヴェル工世のあとをうけて，アレグ

サγ ドル I世が即生したが，新皇帝の即位は，同時代人のだれもが異口同音に語っている

ところによれば，歓呼の戸をもって迫えられた。この歓呼の声が「普遍的J <<Bceo6I..1.(eり

なものであったかどうかは問題であろうが，すくなくとも，宮廷サークノレや貴族の掃で寸土

<<Bceo6回eのであったとみてよかろう O

ところでで、，貴族手社土会をとらえたこの歓喜の情誌どう説明したらいいのでで、あろうカか￥O パ{

ヴヱ fルレの死;にこ対する最初の反応は故皇干菅苦のおこなつ7たこ警察的庄追カか￥ら解放されたという安

堵堵.惑でで、あつたO1り〉 パ一ヴエ/ルレの死tにこささ:げずられ7たこ墓碑銘が哀悼の情に充ちていたとは決し

ていえないのだo tたニとえば，こんな詩が流行したo rカか、れの死で
てきたO その平安を方か￥れにお与え下さいりまた， r道ゆく人よ，ここへ，この墓へ立ち寄
り給え，だが，あまり近ずきすぎではならぬ。ここにはパーヴェルI世が横たわっている

のだ。頼わくはパーヴェノレ互世から解放されよかしと祈り給え。」 以上の詩はおそろしい

パーヴヱノレが死んで，やっと安心して患がつげる，墓の下に眠っていても，なにか空怖ろ

し"、， rパーヴェノレE世J，つまりパーヴヱノレの再来はもうご免だ，というのであって，パ
ーヴェノレの恐椅から解放された安堵惑を物語る証拠であろう O

しかしアレクサγ ドルI世の即位によって貴族社会に生じた歓喜の情はたんfこ警察的圧

迫が緩和きれたというだけで説明のつくものでなし、。このような気分が生じた根源はもっ

と根深いものがあった。パーヴェノレ捧制は貴族社会のかなり広い層にわたって支持されな

かった。それでパーヴ、ェル支配の形式のみならず，その内容そのものの変革への期待が新

しいツアーりの名前とむすびつけられたのである。2) かように，パーヴェルの死は恐怖か

ら解放された安堵惑と，アレグサγ ドルの即位を迎えて一挙に爆発した政治的変革の期待

とを生み出し，これらがひとつとなって，貴族社会における Bceo61..1.(eeな歓呼の声となっ

たので、あろう O その場合，多数者にとって辻安堵惑であり，少数者にとっては改革への期

待であったのであろう。3)

政治的変革への期待を表現した史料は，その謹類多諜であり，またその数も多量に上っ

ているO まず，頚詩の類があげられる。4)アレクサγ ドルの即位を讃える頚詩のなかには，

1) A B. npe瓦Te可eHCKH負. 0可epKH06mecTBeHHo・nOJIHTHQeCKO詰HCTOpHHPOCCHH B nepBo負
可eTBepTHXIX BeK&ル1・瓦.， 1957， CTp. 63.以下訂pe瓦Te弓eHCKH詰.OQepKHと略す。
2) TaM iKe， CTp. 63. 
3) M. T. Florinsky，支出sia.A History and an Interpretation. p. 693 

4) 頚詩の類は印刷に附されたものだけで50以上になる。これに手書きのものを加えると怠大な数に上

るであろう自著名な詩人で同語、録昨者のI1.M.且OJIropyKoB公爵はs その手記のなかで， r未だ嘗て
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191H:紀初期のロシアにおげる改草運動の底流 (1) 

この穐の詩に一鍛にjなられる紋切型の讃辞も多いのであるが， Lかしまた，この種の詩に

不似合なテーマが持としてもられているのである O そのテーマとはほかでもなL、。法こそ

人々の真の主権者であり，法の前にはツアーリ自身も奴隷だというものである O ヘラスコ

フ (M.M. XepacKoB)，カラムジγ(H.汎.KapaM3HH)，ヴオストコフ (A.X. BOCTOKOB)， 

プリクロンスキー(口.H. OJIHKJIOHCKH註)などの頚詩はいずれもそうである O 同様の思想、

は詩人で歴史家のりヴォブ(江 10.五bBOB)，元老院議員ザハロフ (11.C. 3axapoB)，前出の

カラムジンなどの書いた樫史論文のなかに述べられているつかれらはいずれも専制君主の

権力に対する法の擾位という思想、を唱えているのであるのその他，アレグザγ ドノレあての

書簡や覚書あるいは日記の類にも同様な思想がみられる 05〉 さらに，著書・翻訳・論文・

文学作品などの出版物も同様である O 著書についていえば， 1802年に出張された『正しき

賢き君主は未だ嘗てみずから臣去の事件を裁くことなしということについてJl <<CJIOBO 

o TOM， qTO cnpaBe瓦JIHBbI註 HMy)1.pbI註 rocy瓦apb caM HHKor瓦a He cy瓦HT)1.eJI CBOHX 

no)1.瓦aHHbIX.. . . . .>>は，モスグワ大学教授 XpHCTHaHUJJIeuep (アウグスト・シユレー

ツヱノレの患子〉の書いたもので，著者は法の誌にすべてのものが平等であること，法の遵

守，ツアーリといえども法を殺りえざること，また裁判の公開を訴えたの 「君主といえど

も法の支配を免れなL¥ 

物， u聖書の言葉を学びとった J.B. Bossuetの政治j]<<OOJIHTHKa H3 caMbIX CJIOB CBH-
meHHoro nHcaHH兄 nOqepnyTa兄 11aKoBhlM5eHHrHoM 50ccmeToM>> のなかに一貫して述

べられている。また農民問題をあつかった書物も出た。これらの書物において農奴制麗止

の必要が説かれた。たとえば， I1.口.口HHH，f.中pefiraHr，A. C. Ka詰capOB，B. 5. CTp-

rneMeHb-CTpO白HOBCKH長のものがそうである O 鶴訳についていえば，現行社会=政治体-

舗の変革の要求が西欧の啓蒙主義者の著作への関心をよびおこし，ノレソー，アダム・スミ

ス，ベッカリア， ヴォノレテーノレ，J.ベンタム， ドヶロノレム，モ γテスキュー， レイナーノレ

などの翻訳が出た。的論文についていえば， <<Bec四日KEBpOnbI>>， <<CeBepHbI註BeCTHHlω，

<<耳目前b などの雑誌に発表された諸論文があげられる O 最後に文学作品についていえば，

H. I1. fHe)1.Hqの<<1l0HKoppa瓦O瓦efeppepa>> (1803)，<<口epyaHe江 KHcnaHUY)) (1805)， 

中.中.I1BaHoBの <<Map中a口oca瓦HHua)) (1809)， B. T. Hape)J(HbI首の《瓦MHTpH員 CaMO・

3BaHeu>> (1804)などは，専告IJ政治と農奴制度に対する批判がそのそチーフになっているの

3月12Bに即位したツアーりほど，詩に書かれたひとはなかった。ありとあらゆるへぼ詩人までが，おの
がペガサスを握週間から解放して気の向く方へ疾駆させたかのようであったjと述べている。 (3anHCKH

KH. H. M. ，llo.nroPYKoBa) また， M. H. MaKapoB Vこよれば，職業作家はL、うにおよばず，文学にま
ったく無関係の人々さえ，詩作の発作にとりつかれたとLみ。 (M.H. MaKapoB. BocnOMHHaHHH 0 
KopOHaUHH HMnepaTopa A.neKcaH江paI.) 
日 新治世のそもそもの初めに，カラージン(8.H. Kapa3HH)がアレクサンドルあてに手紙を書いた。
そのなかで、確酉たる迭の鎖定，国民代表の召集，減税，国民経済の振興などを説いた。改革綱領として

の重要な覚書類については本文で述べるであろう。のちにツアールスコエ・セローのリツヱイの初代校
長となった B.φ.MaJlHHOBCKH設は告分の日記のなかに，立法権をもっ国民代表制の設立，奴隷制の

露止， r必要不可欠Jな法の作成，無智と迷信の追放，贈収賄追放等々を述べてしる。
6) たとえば， Benthamの論文 (Traites缶詰gislationcivile et penale)， Delolmeのイギリス憲法に

関する研究 Raynalのインド諸国におけるヨーロヅパ貿易の哲学的研究などが，皇帝の命令で出版き
れたの
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また，パーヴェノレi咋代に沈黙していた議刺文学を復活した。

パーヴェノレの死のあとに迎えたアレクサγ ドノレの却位当初の時期は，ロシア史上，時と

しておこり，ほとんどすべて不安任におわる雪どけ現象を呈していたといえる O パーヴェル

時代に沈黙を強いられていた人々がどっとしゃべり出したので、ある O それは正しく百花斉

放である O 護々の立場から種々の発言がおこなわれたのであるが，しかし専制的盗意の排

除という思想においては社会=政治的改革を唱える誌とんどすべての人々に共通していた

ということができる O 以下このような雪どけ現象のもとに提起された最も重要な改革縞領

を若干とりあげ、て検討を試みたい。

日 ア・エノレ・ヴォロ γ ツオフの覚書その他

1801年11月(正確な目的を欠いている)，ア・エル・ヴォロンツォフ (AJIeKcaH.lI.p POMa-

HOBl何 BOpOHUOB，1741-1805) がアレグサγ ドノレ I世に覚書を提出した。7) アレグサγ ド

ノレの即位以来， Iロシア臣民は蘇生したJ。そのとき以来，一人一人が藩ちつきを欲した。

一人一人はその幸福がしっかりとゆるがないでほしいと願っている O しかしその目的の達

成はまた社会の幸福が保証されるか否かにかかっている O そして社会の幸福はまた「国内

組織J<<BHyTpeHHoe yCTpO益CTBO)>の如何によって決定される O ヴ、ォロンツォフはこのよ

うに議論をすすめていく。かれはまず個人の幸福に対する関心からはじめて，社会の宰福を

へて，国家機構におよんでいるのであって，その国家機構の分析がこの覚え書でおこなわ

れて iいる O

ヴォロ γツォフによれば，ピョートノレ大帝以来，ロシアは国家機構が安定したことはな

かった，というのであるO ピョートノレの時代にその基礎がおかれたのだが，そ仇は正に基

礎だけであって，当然それ以上の発展が要求されねばならぬ。ピョートノレの諸改革は断乎

として峻厳に実行された。ヴォロ γツォフの表現によれば，ピョートノレの「峻厳なる統治方

式jは「当代の人々の無智蒙昧jによって正当化される O つまり，あの当時の無智蒙昧な

やからを桓手にする場合，峻厳な方法をとらないで「有益な変革をおこなうこと」はでき

なかったろう，というのであるO ソヴィエトの歴史家プレッテチェ γスキーの解釈によれ

ば，ピョートノレの統治方式に対するヴォロ γツオフの正当化には，前皇帝パーヴェノレの統

治方式に対する批判とあるべき統治方式についての示唆とが含まれているというのであ

るo 18世紀末までに貴族は大きな政治的また文化的勢力として成長してきたので怠って，

もはやかれらをピョートル方式で、あっかうことができなかったにもかかわらず，パ{ヴェ

ノレは峻厳なる統治方式をもって臨んだのであって，これは正にアナクロニズムであり，そ

れ故，総スカ γを喰ったのだ，そうヴォロソツォフはし北、たかったのだ，と解釈するので

ある O そして，このパーヴェノレの統治方式に対する批判には Iツアーリの下にJ (<TIO瓦

uapeM>>にあるのでなく，ツアーワと並んで、立ちたい，というアリストクラート景族(.lI.BO-

pHH・apHCTOKpaT) の所期する統治方式への示唆がしめされていると解釈するのであるcS〉

7) 3anHcKa rp. A P. BOpoHl.¥oBa 0 POCCHH B HaqaJIe HbIHeWHero BeKa， npeぇCTa邸郎防完
HMIIepaTopy AJIeKCaHJl:py. ApXHB KH. BOpOHIJ.OBa， KH. 29， CTp. 4正予-470.
ア・エノレ・ヴォロンツォフの覚書舟容は A B. npeJl:'I‘eqeHCKH此 Oqe予KH，CTp・70-74V二依拠した.
8) A. B. npeJlTeqeHCKH員， op. cIt. CTp. 71. 
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この:開設には感服する C

ピョートノレ大者以後の重要な事件として，ヴォロンツォフは，まず，アンナを女帝とし

て迎えたさいの了条件と約束J <<yc江OBH冗 H06冗3aTeJIbCTB3>>をとりあげている O アンナ

を女者として追えたさい，軍人でなく文民の力がものをいったことを強調し「兵隊 <<COJI-

.n:a TCT BO>>が玉産を思いのままにするようなことはなかった。一一後年それに類したことが

おこったのであるが。J9) と述べている O 軍事権力に対して，ヴォロンツォフ誌一般にこれ

を是認しない態度をとっている O なぜなら，軍事権力というのは， r強制力がつきもの j
だからだ，というのである O もちろん，文民が法外な権力をもつことも不都合だが，しか

し文民政府は無制限な「強観力Jを行寵する可能性を奪われているものだ，というのであ

る心ニのような考察のなかに，高官アリストクラート (BeJIbMO)Ka-apUCTOKpaT)の軍人に

対するほとんどおおびらといってLぺ、軽蔑の声がきこえる o <<COJI江aTCTBO>>(兵隊)という

言葉には曙笑のひびきがこめられている O ヴォロンツォフ，エカテリーナ時代のもっとも

洗練されたこのアザストクラートは，時日笑のひびきをこめて， <<COJI.n:aTCTBO>>という言葉

を発音するのである C 軍人というのは戦争をやるには役立つが，政治をやるには不向き

だ，政治はわれわれ本職の為政者に任せろ，というのである O

ところで，アンナは「条件と約束Jに署名したのであるが，これについてヴ、ォロンツオ

フはつぎのように述べている O 「条件と約束」は「もちろん，ロシア富有のものでないが，

それが <<MeCTO>>のためでなく， ~まんの若干数の人々の思惑のためにつくられたとすれば，

いよいよもってロシア固有のものでなLぺ<<aew.e MeHee針。j ここで問題になるのは， I条
件と約束Jはロシア屈有のものでないが，とし、っているそのあとで <<aew.e MeHεe>>で
はじまるかれの発言のうらに隠されているものがなにかということであるO 周知のごと

く， I条件と約束Jには，後継者を指名しないこと，枢密院の同意、なしに統治しないこと，

軍隊および近衛連隊に対する権力を枢密院に委任することなどの条件が含まれていたので

あって，ある意味で専制権力の観限であったのである O ところで <<aell1，e MeHee>>以下

のヴォロンツォフの発言には，一握の少数者の「思惑j のために専制権力を制限すること

はいけないが， <<MeCTO>>のためだったらいいのではあるまいか，というふくみがあると解

釈できるのではなかろうか。ピョートル残後， 10数年間 (1725，-....，41)は，ロシア史上，い

わゆる <<BpeMeH出HKH>>(成上りの寵臣)の時代であった。当のアンナ女帝の時代の <<Bpe-

MeH山UK>>は，壁史上 6UpOHOB出UHa(1730年代のピロン暴政時代)の名で知られる時代

を牛耳ったビロンであったc ヴォロンツォフにとって専制君主の一部権力でも，これをピ

ロンのような BpeMeHw.UKに移譲することは，絶対に承認できないところであったC しか
し， <<MeCTO>>のために専制政治を制限する可能性は，これを間接に承認しているのではあ

るまいか。ここにいうくくMeCTO>)とは制度とか機関 (y可pe)K.n:eHue)の意味である O そして

ヴォロンツォフのいう <<MeCTO>>はおそらくかれと同じような人々を， つまりアザストク

ラート貴族より成る機関を意味するのであろう Q そのような機関が専制君主とともに権力

を共有すること，それこそ，可能であるばかりか，望ましいことでさえある，というのが

9) (~えir二とれに~Ji したことが1ょこ.)tことl--iソているの辻，いうまでもなく， 1762年6)J 2R 11の穴廷本命
企抗している。このア;廷:手命誕二社する批判をカミれはのちにおこなっているわ
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ヴォロンツォフの本音であろう O

ヴォロンツオフが，ア γナ女帝の全政策のなかで，ただひとつだけとりあげて論評して

いるのは，貴族幼年学校(出JIHXeTC組員 Koprryc) の創設であり，そして，この説設に賛

成意見を述べている O かれがこれに賛成したのは容易に説明がつく C 貴族幼年学校の創設

は一部特権糞族の地位をいちじるしく改善したからである O もちろん，ひとつの幼年学校

をつくっただけで，全将校要員をー兵卒から勤務をはじめる重荷から解放してやることは

不十分であったが，しかし幼年学校に入った一部特権貴族の子弟は，一般貴族とコミにな

らず，肉体的な苦痛をなめることなく，また，貴族の誇りを傷つけることなく，将校の地

位を得ることができたので、ある O 以上はヴォロンツォフの貴族主義 (a予lfCTOKpaTlf3M) を

遺慾なく示している O

ヴォロンツォフの貴族主義はピヨートノレE世の特徴づけにもあらわれている O 糞族の自

由に関する勅書 (MaHlfcteCT0 BOJIbHOCTlf ，llBO抑 HCTBa)，秘密警察 (T訪問完 KaHu.eJIH抑制

の廃止，塩専売の解摘は，あらゆる治世が以て誇りとすべきだと，ヴォロ γツォフは言明

している G これらの政策の結果として，貴族はあらたに経済的政治的擾越をかちえたので、

あって，かれがピョートノレE世の名を讃えるのは当然すぎるくらい当然であろう O ところ

がピョートルE世がプロシアびいきだったこと，ロシア軍隊を「ゆがめたことJ<<I1epeKO・

BepKaHlfe>>， r公衆に対して…思11れなれしい態度《中aMHJIb兄pCTBO>>J をとって神聖なる高
位にある皇帝の権威を失墜したこと，またデンマークに戦争を企てたこと，以上の諸事構の

ために皇帝は一般の不満を買った。最後にあげた事靖，すなわちデンマークとの戦いを目

論んだことはピョートルE註の最大の失敗で、あった。なぜなら，君主は国家の利益を守る

ために権力を委ねられているのであって，祖国以外の利益ーこの場合ホノレシタイン (Hol・

stein)の利益ーのためにロシア人の血を犠牲にすることは許されないからだ，というので

ある O かくてヴォロンツオフはかれの理想とする君主像の若干の特徴を述べているoそれ

によると，理想、の君主は一切の<<争aM沼λb兄pCTBO>> と無縁でなければならぬ，そして，そ

の外交政策が国民的なものでなくてはならぬ，というのであるO

1762年6月28BピョートルE世は宮廷革命<<，llBOpU.OBbl詰ロepeBOpOT)) によって打揺さ

れ，皇足がエカテザーナE世として郎位したのであるが，ヴォロンツォブによれば fこの

即位方式には多くの不都合が含まれ，それがまたエカテリーナの全治世に影響した」とい

うのである O ここに一体どういう示唆があるのだろうか。あきらかにヴォロンツォフは宮

廷革命一般，そしてとくに6月28日のそれを非難している O 治世の交番はこのような不意

の事件，とくに「兵謙J((COJI瓦aTCTBO>)に左右されてはならぬ。宮廷革命を実行した人々

は常に勢力を獲得するし，これらの人々のおかげで、権力を手に入れた君主はこれらの人々

の影響力を免れえない。あらゆる宮廷革命は，君主の側近にあって，君主とともに，菌政

を指導しているアリストクラート貴族(，llBOpHHCKa兄 apHCTOKpaTHH) の重要性を弱める O

アリストクラート貴族は <<COJI，llaTCTBO>>のために，つまり，君主を即位させて，われらこ

そ主人と思い込んでいる <<COJI瓦aTCTBO>)のために追い出されてしまう。おそらく，ヴォロ

γツォフは以上のように考えていたと解釈できるのではあるまいか。

ピョートノレの諸改革が事の本費の上に立脚していた事はすで、にヴォロンツォフの指檎し
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たところであったが，そのピョートノレの諸改革は，エカテリーナ時代になると， しだいに

くずれてくるようになった。ェカテワーナはピョートルの原則に立ちかえることなく，そ

の原則からいよいよ遠く後退してしまった。そのことは県制度の実施にみられる，という

のであるO 票制度に関する法律に法有益な点が多々あったが， Lかし，ロジアに新貯の地
にまでそれをおしおよぼすべきでなかった。ロシア本土における以上に，新貯の領土で辻

多くの内部秩序の問題が怠ったからである G また，同様に，アジア諸民族の間にも，この

法容の実施は見合わすべきであった。それら諸民族の発達段階は新制震の実施に不適当だ

ったからである O エカテリーナ治世の末に， その県制度はまったく不評であって， 人々

はその変改を要求していた，というので島る。以上の1775年の法律に対する特徴づけのな

かにもアリストクラートとしてのヴォロンツォフが顔を出しているC かれは国家機関の官

僚化に賛成できなかったので、あるO なぜなら，国家の運命を官僚の手に委ねることは，貴

族の重要性と影響力とをそこなうものであったからである。この貴族主義の世界観はまた

パーヴェノレに対するかれの批判に十分示されている c ヴォロンツォフはつぎのように書い

ているO バーヴェノレの治世のもとに， r完全なカオスがあったといえるO そのカオスから
われわれを解放してくれたのは皇帝アレクサンドル I 世の即位であったO~

以上のように歴史的概観をこころみたあと，ヴォロンツォフは今日の課題に践を転じて

いる O かれのいうところによれば，ロシアのような広大な国家は「大きな権力と手段とを

もっj君主の統治のもとにあることはできないのであって，君主の権力はパーヴェノレ流の

絶対権力であってはならね，というのである G ピョートノレでさえ，君主を槙佐するために

元老院をつくった。元老院は最近4年間まったく無にひとしい存在になりさがったが，こ

の元老院の権威を高めることが必要である c いまや元老院は，元老院自身のイニシアチヴ

でなく，アレクサンドルの命令で，昔日の権威を復活すべき問題に着手しているが 10) こ

の問題はきわめて重要であって，この事の都何で[ロシアの来るべき体舗も，また統治に

対するしかるべき告用も左右されるj と述べてLる C かれはまた<(rocy)l.apCTBeHHbI員

COBeT>> (国家評議会〉について， Iこれはおそらく公共の利益のために活動するようにな

るだろうj と述べている 011〉この評議会でほ，そのメンバー全員が出席し，君主に対して

所管の諸問題を報告する義務がある O このような報告の方法をとれば， ~忍的な J (<ITpH‘ 

BaTHble)>報告ができなくなるわけであり，したがって，君主と報告者とがさしむかし、で椙

談した結果，これら二人の決定が採用されるということもなくなるわけである O 正にこの

ようにして， r秩序正しい君主政治においては評議会 (COBeT叫が組織されるのが背であ
るj とヴォロンツォフは述べているO

覚書の最後は当面の諸課題をとりあげている。まず，財政の整備が必要だとしづ C その

ため，軍事費の削減がまっさきに必要だ，つぎに，一連の軍事改革が必要だ，と L、ぅ O ロ

シアに異質なプロシア軍隊の借物は棄てなくてはならぬ。もちろん，外国のものを絶対に

とりいれてはならぬというのでなく，プロシアカミら，オーストリアから，またフランスか

10) ヴォロンツォフは1801年6pj 5日の元老院改革にI}号する勅令を念頭においている O
11)ヴォロンツオフは coseTの名称におし、てあやまりを犯している o 18Ul~f-3月3011にできた coseT

は <<roCY.lI.apCTseHH組員 COBeT>)でなく， <<HenpeMeHHhlii COBeT>>とよばれたので、ある.
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らでもとり¥，';ftてもかまわないのだが，それはただ「この閣の性にあったもの」にかぎる

べきだ，というのである O また，海軍のひどい状態、も改善を要する，と L、う O ロシアは

「物理的また地方的な多くの原因によってJ大海軍国と肩をならべることもできないし，

またその必要もないが，しかし黒海語岸を防衛し，パ/レチック海を支配するための艦隊だ

けは必要だ，というのである C それ以上の必要はないのであって，地中海へ藍縁を派遣し

たり，その他遠隔地へ遠征艦隊を出すのは，莫大な費用がかかるし，国家の利益にもなら

ないと，断言している C そもそもこのように断言しているのは，イギリスと海上で、たたか

つてはならぬ，という意味である O これはヴォロンツォフがイギリスびいき (aHrJIO中HJIb-

CTBO) だったことを患えば，十分理解できるであろう O 外交政策について法，つぎのよう

な原郎が支配せねばならぬと明言している O すなわち，ロシアはなにも護物を必要とし

ない，ロシアはなんでももっている，ロシアに必要なのは危険のないこと (6e30naCHOCTb)

だ，というのである O 最後に，政婿は経済問題に取組まねばならぬといっている O すなわ

ち，工業の発達を奨励L，積極的な貿易バラ γスをっくり出すことである O ロシアの資源

は莫大だ，以上の方針に尉っていけばロシアは10年のうちに繁栄に達しうるだろう，とヴ

ォロンツォプはその覚書を結んでいる O

以上がヴォロンツォフの政治綱領であった。 アリストクラート憲法 (apHCTOKpaTW-Ie-

CKa兄 KOHCTHTYU.H叫がたとえ成文の形で存在しなかったとはいえ，現実に存在するアリス

トグラート憲法の支持者として，かれは，貴族上層の政治勢力を高めることのうちに，一

切の悪を匡正する道がある，とみた。この記録のなかでいちじるしい部分を占めているの

はアリストクラート素族 (.lI.BOpHHCKa兄 apHCTOKpaTH的の権利を復活するということであ

った012〉その他の政治問題にかれはあまり注意を払っていなL、。農民問題については一言

も述べていなL、。ともかく，ヴォロンツォブの覚書はアレクサンドノレ政府の改革綱領の基

礎とならなかったので島るO

アリストクラート貴族のために最高度の権力を保証すべきだというアレクサンドル・

ヴォロンツォフとまったく意見を同じくするのが弟のセミヨン・ヴォロンツォフ (CeMeH

POMaHOBHQ BOpOHUOB， 1744-183~ であった。13) アレクサンドノレ却位当初，かれは註英

大使であった。ロシアにおける法の欠如に対するかれの批判はきび、 L¥，、。 1801年 4月216

附の手紙によれば，ロシアという国は，法によって統治されず， トルコ宰相 (BeJIHKH員

BH3Hpb= grand vigier)まがし、の皇帝の寵臣の気まぐれによって統治されている国であるO

ロシア人はへりくだった民だが，しかし同時にかれらを圧迫するデスポテイズムを忘れて

しまいかねない軽はずみなところがある O ロシアではおそらく国家に真の自由を下し賜わ

12) アレクサンド、ノレの側近の一人だったチヤルトリースキー(A.4apTOpbI員CK路島は，ヴォロンツオフ

をつぎのように特設づけている。 i女帝アンナを帯位に招いて彼女の権力の説l哀を欲したあの昔の喜由
主義的ロシア貴族の気分がかれのなかに残っていた。J (MeMyapbI KH幻匁 An.aMa4apTOpbI員CKoro，
T. 1. M.， 1912. CTp. 267.) 

13) ヴォロンツォフ兄弟の見解がまったく一致していたことは， 1801年6月14日輸の手紙でセミヨン・

がアレクサンドル・ヴォロンツォフにあてて，つぎのように書いていることであきらかだ。 i皇帝はこ

のひろい帝国のなかで‘あなた以上Iこりっぱな桔談相手をみつけ出すことができるでしょうか?J
(ApXHB KH. BOpoHlJ，oBa， KH. 10， CTp. 99) 
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19[1l紀初期のロンアゼニおける改革運動の底流 (1)

る君主の仁慈について語られていることだろう O しかし，そのさい，どれひとりとして，

その君主の性格の変わることだってある，あるいは，その君主のあとにべつの暴君が帝位

を継承することだってある，ということを考えてもみないのだ。 I国家の現情勢はただ暴

君政治の一時的軽減以外のなにものでもなL、。そしてわが時昌人は Saturnalia のときの

ローマの奴隷と畝たようなものだ。ローマの奴隷は Saturnalia の祭がすめばまたもとの

奴隷となったのである。J14) セミヨン・ヴォロンツォフのこの言葉はアレクサンド/レ治世当

初の雪どけ現象をつめたく旦っきびしく洞察したもので，その後の経過をみるならば，正

しい予言であったといえよう O

ところで，かれが兄と同様に費挟(アりストクラート)主義の推進者であったことは，

エカテワーナ豆世の出した了費族への勅書J <<来初OBaHHa兄 rpaMOTa.l(BOp矧 CTBy>>のー

箇条(第64条)にはげしく反対しているところに示されている 015〉この第64条によれば，

政府勤務をしたことのない貴族は貴族会議何回pHHCKoeC06paHlle)における発言権を失

うことになったのである C セミヨン・ヴォロ γツォフはiこがにがしげに質問する O いった

い，ポジャーノレスキーやロモダノフスキーやシエレメティエフなどの古い名門貴族の子孫

は，もしかれらが勤務したニとがなければ，発言権すらもっミとができないのに，かれら

の召装いで新兵にとられて将校の位にのぼった連中がこのような権利をもつようになると

は，どういうわけなのだ? 1801年 5月6日附，ノヴォシリツェブ (H.H. HOBOcll.7J b~eB) 

あての手紙のなかで， ，この賞讃を博した勅書はj とセミヨン・ヴォロンツォフは書いて

いる o 賓族の諸特権を広大するどころか，圏家の基礎としての貴族を亡ぼすものであっ

た。，16) そしてかれは強力な貴族のなかにあらゆる革命運動に対抗する支柱を見出した。

同じ手紙のなかで，かれはつぎのように書いているo I貴族は……君主と民衆との間の最

も緊密な仲介者である G 貴族は畏衆の帝i御に力を貸し玉座の本来の支持者である O 貴族

に対するもっとも深い尊敬を民衆に吹きこむ必要がある。……貴族を傷つけ，貴族を破壊

したカ￥らこそ，ジロンドやジャコバンがフランス君主政の員長覆に成功したのだ……貴族を

弱めるのは玉座の基礎を掘りくずすことを意味するりの また， 1801年 4丹4日前，パー

ニン (H.n. naHllH) あての手紙で，セミヨン・ヴォロンツォフはこの考えをもっと詳細

に述べている。貴族をおとしめるニとが，玉座の高みから組織的におこなわれて，弐衆の

限に貴族の権威が失墜した場合，いったいどう L、うことになるかについて，詰い描写を

やっている。この手紙の冒頭において，かれとパーニンとの間の手紙の笹疫が中断された

14) 1801年 4月21B掃の子紙。この子紙は息子の M.C. BOpOHI.J，OBをロシアへ送るにあたってはなむ
けの言葉として書いたものであるつ (ApXllBKH. BOpOHUOBa. KH. 17， CTp. 6.) --A. B. Dpe.n;Te-
'-IeHCKH札 op.cit.， CTp. 75. 

15) 178:5年4)121日発脊。貴族の諸特権を要約拡大しまた貴族の盟体組織の枠組を設けたものむ問題

の第64条比官境的性格のつよいものである。第64条t二よれば，政府勤務についたことのない貴族は，選

挙による役職につくことも，貴族会議で投票するニとも出来なし、また特定の官等に達しなかった糞族

もIr討議であるO 特定の官等とi土8等宮であるo8等官になった軍人や文官は，世襲貴族となる。貴族の

団体活動;こ参加しうるものはIlt襲貴族のみであり，いわゆる「一代貴族J ((JlH'-IHOe ){BOP兄HCTBO>>は
そのすfK1をもたない。
16) (ApXHB KH. BOpOHlJ，OBa， KH. 11， CTp. 39(}-393.)一一-AB. npe江TeqeHCKHH.0可epKH，CTp. 76. 

17) A B. npe){TeqeHCKHH. QqepKH， CTp. Sfi. 
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岩間 徹

のはひとえに「わが不幸な祖国が神吟を余儀なくされた不幸な事情，またわれわれをアプ

ザカの黒人奴隷にしつつ，ロシア膏留の基礎そのものを掘りくずした不幸な事情Jのため

だと書いている o rもしこのような不幸な時期がつづいたならばJ，とかれはつづけてい
るo r庶畏のおこす革命を待たねばならないだろうが，わが醤の民衆革命はもっとも恐る
べき不幸となるだろう O 民衆革命は数百万のステンカ・ラージγやプガチヨフを生み出す

だろう……全景族のみならず，皇帝家族もこっぱ徴塵とえEるだろう O このような悲しむべ

き展望をロシアは待ちもうけなければならなかったのだり山

国家におけるア予ストクラート貴族の役割に関するヴォロンツォフ兄弟の見解を補うも

のと思われるのがチチャゴフ(口.B. 4HQarOB， 1767-1847) の意見である C この海軍提督
はその「手記J<<3anscKR>>のなかで上層社会の政治的世界観をあますところなくあきらか

にしているo r裂の父は……正直な(明CTHa匁)しかし，豊かでない家に生を享けた。私は
畑氏招初》な家としづ言葉をつかうりで達うるが， <<oJIarOpO，llH悶》あるいは<<，llBOp四 CKaH)>

の家とし、う言葉以上に《聴CTHaH>>の家という言葉に擾往をあたえているのである o<<QeCT-

HhIH>> という言葉の意味はどこの国でもいつの時代でも間ーだが <<oJIaro予O，llHhIH)> とか

<<，llBOpHHeKsH)> という言葉は……ロシアではなんら一定の意味をもっていないという理由

によるものだ。それというのも，まず， <<QeCTHhIs>>とし、う言葉の第一条件たる感、構の真の

高潔さは奴隷惑構と両立しないからでるり，つぎに，ロシアでは真の社会的ヒエラノレヒー

についてなんらの観念もないからである……ピョートル璽世のときまで，またいまだって

そうだが， (貴族〕階級が他と区刻される唯一の特権は同じ人間を売買する権利をあたえ

られていることにあった。このいやらしい商売にたず、さわるためには，ただず、るかしこく

立廻ったり，おべっかをつかったりして手に入れられる陸軍少佐の位をもちさえすればい

いのだ。男知のように，召使ども料理人どもや侍僕どもがこのようにして貴族の位に昇進

したのだ…一文官や軍人出身の擬叡貴族 (no瓦OOHoe，llBO卵白CTBO) は貴族の名に鐙いしな

いもので，ヒエラノレヒーを構成するものでなく，また社会においていかなる段措をも占め

るものでなし、。いわゆるロシア貴族のなかに奴隷根性のもっとも不潔な巣があるO わが哀

れな祖国につくられたものはただ農奴制精神 (KpenOCTHHQeCTBO) だけだ。これこそがこ

の国民の本来の韻向にマッチした唯一の状慈だからだG こんな状態、を実際に保証する役書u
を果たしているのが糞族なのだ。J19)

以上の引用のなかに，きわめて明療にチチャゴフの貴族主義 (apHCTOKpaTs3叫が述べ

られている G かれ誌貴族の位に成りあがった「侍僕jや「料理人」について深い軽蔑をも

って語っているO こういう召使連中が貴族の仲間入りをしたので，古い7!Jストグラート

生まれのものとついさきごろまでその召変だったものとの関の区別がなくなってしまった

のだ，貴族という言葉は「一定の意、味を失ったjのだ，そして「社会的ヒエラルヒー」に

ついての観念そのものも消滅したのだ，といっている O これはアリストクラートの共鳴を

18) (MaTepsaJlbI初先制3HeonHcaHH兄 rp.H.訂.naHI1Ha. T. VI. Cn6.， 1892. CTp. 423.)一-A.
B. npe.ll.Te弓eHCKs益.。可epK沼， CTp. 57. 
19) (ApXsB a}l，MspaJla n. B. 4sQarOBa， BbIs. 1， Cn6.， 1885， CTp. 41-45)--A B. npe}l，Te明日・

CKs礼 UqepKs，CTp. 76ー7.
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19世紀初期のロシアにおける改革運動の底流 (1)

よぶ言葉だったのである O チチャゴブは，農奴を売買する九、やらしい商売」としづ言葉

を用いて，農奴制を批判しているかのようだが，しかし，全体として，かれの意見に農奴

制否定が存在しないことに注自すべきで，ただ，土地なしに農奴を売買することに対する

拡議があるばかりである O 土地から切り離して農奴を売買することに対する抗議はチチャ

ゴフひとりにかぎったことはないのであって，これまで専覇権力の傑でもいくたびか提起

さま1た問題で、あり，別に異とするに足りないのである G

2) ラアルプの縞領

ヴォロンツォフ兄弟やチチャゴフのアリストグラート的傾向は，政府部内の政治的イデ

オロギーの諸額向のなかで，ただひとつの額向であったにすぎなし、。政清部内ではアリス

トグラート立憲主義というアナクロニズム的思想に組みしない人々もいた。ロシアや西欧

の経験した変化に注目して，もっとはばひろい政治的視野を示す縞領を提出している O

ヴォロンツォブ兄弟の思考様式が過去志向型であったとすれば，つぎに述べるラアルプや

スベランスキーのそれはむしろ未来志向型であったといえよう C

ラアノレプ (LaHarpe) はスイスの革命家で，ギボン，マブヲイ， ロヅク，ノレソーらの熱

烈な弟子であったが，アレクサンドノレ I世の皇太子時代の家庭教師としてロシアに滞在し

た。その教え子が皇帝として部位したのち，また，しばらくの間 (1801年 8月ロシアに来

て， 1802年 5月ロジアを去った)新皇帝の側近として姿をみせた。そしてかれもまた改革

綱領を提出した020〉

アレグサンドルにあてて，政府のとるべき政策に関する種々の考えを述べたラアルプの

手紙のなかで，とくに註目に謹するのは1801年10月16日前の手紙である c213 この手抵は，

ロシアに改革が必要だと Lづ言明をもってはじまっている O 改革が必要だという理由とし

て，まず第一にあげているのは， I濫用J <<3~oynoTpe6~eHH匁》が堪えがたきにまで達し

ていることである O 第二にあげているのは， 円、たるところで，ロシアでさえも(/)よ

りよき事物の秩序をつくり出そうとする秘かな額向のあることだ。この領向を絵空事だと

思ったらあぶなL、。最近の治世の放埼と南ヨーロッパ(あきらかに「西欧」のあやまり，

((H3 IOre EBpOnbI>>でなく(<H3 33n3.l{e EBpOnbI>> と読むべきだ)で知られている種々の

意見が上述の鎮向をいちじるしく大きくした。」円、っかJ((KOrJl3-HH6Y.l{b>>民衆と民衆を

支配するものとの間の誌争がやってくるならば，もっとも破壊的な結果が待ち設けている

といってよかろう O 現在の「藍用jが根絶されるのでなければ，また民衆に対する f法外

な庄追J<<6e3MepHOe yrHeTeHHe>)がなくなるのでなければ，だれもいまのような状態が

永続できるとは請けあいかねるだろう，と述べている C

20) ラアルプの改草綱領の内容については， A. B. flpeえTetteHCKH北 UttepKH，CT手. 78-80.1こ掘っ

た。

21) rocy~apcTBeHH説話 COBeT のアノレヒープに録存されたこの手紙のロシア語訳にはB. H. Kapa3HH 

のつぎのよらな書きこみがある。 n801年ラアルプと知りあって，私はかれがなにやかや君主のために

手紙を書いたことをはじめて知った。そしてずっとあとで，もはや1815年になって，私がベテノレブ、ノレグ

にやって来たころ， M. A. flyKaJIOBからこの悪い訳をうけとったc プカロフはそれをアラクチェーエ
フ拍から手に入れたものらしLづ。
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岩間 徹

このように些か意外に思われるような大胆さをもって，ラアルプは自分の出発点を設定

しているO かれは諸改革を執揚に要求するロシアの苦しい状態をみのがしていなL、。かれ

はロシアをひとつのヨーロッパ国家とみなしているC ロシアは西欧でおこる事件に無縁で

あるわけにいかないのである C そして，かれは民衆騒動を危慎している O 民衆騒動の危険

が絶えずあるのは民衆に対する「法外な圧迫jの自然の結果だからである O しかし，ラア

ルプは諸改革の必要があきらかであるとしても，諸改革の実現が容易だとは決して患って

L 、なし、。ロシアには改革といえばなんでも反対する人々がたくさんいることを承知してい

るO そしてそのような人々として「聖職者たちJ<<BbIlll HHe BJIaCTH>>，ほとんどすべての貴

族，大金持の町人， r変わりにく L、J<<Tpy瓦HOnepeMeHHTbC兄>>，分別ざかワの年頃の入のほ
とんどすべて，フランス，スイスおよびイタリアでおこった事件に惇然としているすべて

の人，ロシヤの繁栄を心よく思わぬほとんどすべての外国人およびとくに「外国の手先」

<<areHTbI HHOCTpaHHbIX 瓦ep混 aB>) などをるげている O この多数の保守的傾向の人々に対

抗するのが改革を支持する少数グループである O この少数クソレープの頭領が皇子宮自身にほ

かならねとラアルプは述べている O おそらく，若いころのアレクサンドルとの対話を患い

出してこういったであろう C 皇帝を支持するのは， rほかのものより教養のある若干の費
族J<<HeCKOJIbKO ~BOpHH ~pyrHx n予OCBe出 eHHee>>，町人の一部，若干の学者および零々

たる青年将校の一群である o r怠はこの自録から一ーとラアルプは書いている一一人民大
衆を除いた。民衆は，もちろん，その運命の改善を望んでいるが，しかしその用うべき方

法について皆目わかっていなL、。無学な状態にある民衆と相談しようとしたワ，忘るいは

民衆にただその希望の表明でも話したりしようものなら，それこそ民衆は皇帝の最大の敵

となるかもしれないoJ同志の数がすくなくても皇帝は当惑してはならぬ。「助力者の数は

まもなくふえるだろうoJ

ラアノレプのみるところでは，ロシアにもっとも必要欠くべからざる改革は，弐衆の教育

と法典の作成であるO ところで民衆の教育の障害となっているものはなにか。それは第一

に学校教師および書籍の不足であり，第二に「民衆の奴隷化J<<TIOpa60lll.eHHe HapO){a)>で

忘る O 第ーの障害を除くのはそうむずかしいことではない。問題はむしろ第二の障害，す

なわち「民衆の奴隷化」であち，人間が奴隷状態にあるとき，棄の教育について語ること

は不可能だからであるo rこの問題が，騒乱もなく，また，とくに，所宥権の侵害もなく，
徐々に解決できるものと期待して，さしあたり，いまからでも若干の準指的方策の実行を

はじめることができるであろう O すなわち，都市および農村における教育状態、に関する資

料をあつめることであるoJ

法典の作成については，ラアノレプはつぎのように述べているO 法典のなかにそれぞれの

階級の地位を正確に定義ずけなくてはならぬ。そしてぜひとも第三階級 (TpeTbe COCJIO-

BHe) について配意しなくてはならぬ。この第三階殺を貴挟の影響下から解放してやり，

貴族に対抗させる必要があるO そのためには，都市に大きな自由をあたえ，町人に土地を

買うことを許しまた，農民に所有権をあたえる，等々のことをしなくてはならぬ。佳し

農奴昔話を即刻寵止するような真似をしてはならぬが， しかし農民の解ー放は漸進的または4慎

重な方法によって達成できる O ラアノレプは，もし皇帝の賛成がえられるならば，自分の提
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191正紀初期のロシアにおける改草運動の底流 (I)

実ーを仕上げるJlJ;，立ができていると言って，この手紙を結んでいるO

長奴詰Ij的諸関係の清算， (それは遠い未来のことと考えているのだが)，第三指級すなわ

ちブ、/レジョアジーの形成，ブルジョアジーの政治勢力の保証，民衆の文化的水準の向上，

不動の法原則の確立，以 J:がラアルプの綱領であったO この綱領にはもはやアリストグラ

ート的なものはなL、。ヴ寸ロンツォフ兄弟やチチャゴフよりはばひろい綱領をうち出して

いるの Lか L，ラアノレプはかれと同様の塁、想をもつものはただ貴族少数者のみだといって

いるが，その場合，かれの言葉法実態を正しく長挟Lていたといえようっ

お スベランスキーの綱領

政府部内に影響力をもっ人々の致治患想をあきらかにするためには， 1802年および1803

守ーのスベランスキー (M.M. CrrepaHCKH員 1772-1839) の覚書が重要である。22) そのころ

すでにスベランスキーはアレクサンドル政府において注吾すべき地位を占め，圏内政治の

多くの重要な諸問題の調査に関係してL、た。かれが1802年に書いた覚書は7点あるが，こ

こでとりあげるのは，そのなかで重要と思われる 2点であるO また， 1803年の覚書は長文

のものー点であるつ

主ず，最初にとりあげるのは，1802年に書いた 7法典委員会に関する断片J<<OTpbIBOK 0 

KOMHCCHH Y JIO)l(eHHのであるつセメーヴスキー (B.11. CeMeBCKH詰)の推定によると，

これはザヴ、ァドフスキー(口.B. 3aBa)J.OBCK凶)伯爵のために書いたものら L'-、。ザヴァ

ドフスキーは当時法律事j定委員会の議長であったのであるO スベランスキーは，この覚書

のそもそも辻じめから専制君主の権力に対する法の優位という思想の支持者であることを

あきらかにしているO

法典 <<YJIO)l(eHHe>>をつくるために重要な第一の原則は，スベランスキーによれば， I法

典は国家一般法の輪廓にしたがって組立てられなくてはならぬ jというのである。スペラ

ンスキーによれば，ここでいう「菌家一般法 I <<06ll1.ee rocy)J.apCTBeHHOe rrOCTaHOBJIe-

HHe>> というのは，もちろん， 当時存在していた法を意味すると考えではならないのであ

って，ロシアが将来それに向かつて進むべき法という意味で、理解されねば、ならぬつなぜな

ら当時存在した法判lOCTaHOBJIeHHe) は，一人の無制限なる意志のなかに存するのであっ

て，それ自体あらためられねぽならぬものだからである，と註記Lているの23) スベランス

キーのいう「国家一般法」とは憲法のことだと解釈してよかろう O

第二の東員りは，法典は，出来るだけ今日まで存在L，また国民の頭脳においてすでに

是認済みの諸法律をもって，構成されるようにすること」であるO あきらかに古い法律が

採用さるべき国法<<I1PHH釘 oerocy)J.apCTBeHHOe rrOCTaHOBJIeHHe>>一憲法とよむべきであ

ろうーに反するような場合にかぎって，新 Lい法律を導入すべきだというのである。24)

22) スベランスキーの覚書の内容は， <(M. CrrepaHCKH首.npOeKTbI H 3a豆諸CKH.>)M・瓦.1961. (C. H. 

BaJIK監修のもとに，A.日.KorraHeBと丸B.KyKYlllKHHaとが出肢の吊意を整えたもので，ソ連邦ア

カデミア・ナウクの歴史研究所から出てL、る〉に拠り，また， A. B. npetJ，Te'IeHCKH負， op. cit， 80-89. 

を参照したc
23) M. M. CrrepaHCKH札口poeKTbIH 3arrHCKH. CTp. 22. 

24) Ihid.， CTp. 22. 
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第三の原員立は， I法典の作成には全国家が参与すべきことjである。スベランスキーは

このことについては説明を要するといって，つぎのように述べているO 法典 <<YJIO)l{eHlle>> 

は「国家根本法」 αopeHHO益3aKOHrocy~apCTBa>> である O およそ正しい君主政体におけ

る張本法というものは「富民の創作 <<TBopeHlleHapO~のでなくてはならぬ。しからばど

のようにして全雷家が法典作成に参与するのか? それには，全措級から選ばれた人々が

ーぺんに召集されるのでなく，ひとつの階級から他の措級へと順次召集されるO そして召

集された人々は，法典を作成するためで、なく，法典草案について諮問されるためである

が，しかし法典草案に対して論評を加える自虫があたえられる O その論評を権力が拒否せ

ず，その論評の根拠なきことをかれらに証明してやるか，あるいは，かれらのいうところ

にしたがって，法典草案に若干の修正を施すならば，法典作成における国家の同意と国民

の参与によって，それこそ，この国民的文書 <<Hapo瓦HhI註 aKりは普遍的なものというべ

きではないか，というのである0253

この覚書のなかで農奴鵠度の問題にも触れているo I農民と地主との関孫、，すなわち，

帝国のもっとも有益な部分をなす数百万の人々と，どういうわけかまたなんのためか知ら

ないが，一切の権利と特権とを我物としている一握りの人々との関係という最高の題吾に

ついて，私はここで述べていなし、。これらの題呂は法典 (yJIO)l{eHlle) よりも憲法 (KOHC-

TIITYUIIH)に関係があるだろう Oもっとも法典においてもこれらの題目をみすごしてしまう

ことはできないだろうがりそれからさきは一度書いたものを消している。かれは農民を

「寺園のもっとも有益な部分Jとよび，地主を「どういうわけかまたなんのためか知らな

いが，一切の権利と特権とを我物としている一握りの人々」とよんでいるO こうしづ地主

と農民との関係，つまり農奴制的関係に対するかれの批判は必ずしも明瞭でないが，しか

し，以上の引用に関するかぎりでも，農奴制的諸関係、を是認しない，というかれの真意が

にじみ出ているとみてまずまちがし、ないであろう O

1802年のもうひとつの覚書， I国家根本法についてJ<<0 KOpeHHbIX 3aKOHaX rocy ~ap­

CTBa)>は，さきにあげ、た「断芳J<<OT予hIBOK>)よりもはるかに発展した立場を示しているO

この覚書は， r醗片」とちがって，官僚仲間に訴えるために書いたものでないので，スベ
ランスキーは舌足らずを避け，言いたし、ことを言っている。それだけにこの覚書の煩檀は

大きL、。この覚書の根本思想はスベランスキー自身によってその雪頭につぎのように表現

されている。 円、かなる権力も国家根本法を破りえず，また，君主政において行使される

権力も，国家模本法のもとでなければいかなる効力ももちえないように，国家根本法を不

動旦つ不易なものとするにはどうしたらL北、か? この問題はすべてのよき君主が思いを

こらしたもっとも重要な題吾であり，もっともすぐれた識者が従事した課業で、あり，莫に

桓患を愛L，祖国の幸福をみようとする希望をなお失うことのなかったすべての人々の一

般の思想で、あったり紛 以上のように国家根本法はいかなる権力もこれを破りえざる不動

且つ不易なものとしなければならぬというのである。この思想はスベランスキ{の政治的

25) Ibid.， CTp. 22-23. 
26) Ibid.， CTp. 28ー29.
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世界観のもっとも重要なもののひとつで，かれの思想、のなかにし、くたびとなくくりかえし

あらわれてくるものである O この思想、は当時か主り広くおこなわれていたが，スベランス

キーにおいて完全なる表現をとっているのこの根本的立場から出発して，スベランスキー

は自己の思想、をさらに発展させているつ

権力が法に従わねば、ならぬということは権力の独立性を奪うということである O 政府は

独自の力をもたぬ。政府の力の源泉は菌家である。27)政野が国家に従属することが致府の

存立条件の基礎をなす。スベラ γスキーによれば、この条件が満たされているかぎり，政

府は適法である。しかしその条件が満たされていなし、場合，政府は適法の存在を主張する

権利を失うときの来る可能性がある。 r君主がその菌民の父たることをやめたとき，君主
が自己の利益と国民の幸福とを切り離し，君主に委任された権力が霞民の幸福のためどこ

ろか，しばしば冒民の幸福に反Lて行使されることを国民が知ったとき，国民はつぎのよ

うな，すなわち，国民の意志、がよって以て政府を立てた一般諸条件，また君主の専昔話によ

って危殆に瀕したその一般的諸条件に個々の法則 <<qaCTHWerrpaBHna>>を結びつける必要.

そLて正に菌畏が柄を望んでいるかをより正確に示す必要を見出したのである。jそれか

らさぎのスベランスキーの原積立話筆で損されている。そしてつぎのようにつづけられて

いるの 「これらの諸法則 ωpaBHna>>が国家根本法 <<KopeHHwe3aKOHW roCynapCTBa>>と

よばれる。そしてその集大成が爵家一般法<<06出eerocy napCTBeHHOe rrOnO)l{eHHe>>ある

いは憲法 <<KOHCTHTYU.Hのである O この基礎の上に設立される政府は制限君主政あるいは

中庸貴族政であるoJ2む その結果はつぎのごとくだとスベランスキーは註記している。

1) 宮家根本法は国民の創作たるべきこと。 2) 国家根本法は専制君主の意、志を制限するこ

と0293

以上のように，憲法をつくるということは，スベラ γスキーによれば，国畏の意志表示

の結果である O 雷民は自己の利益と最高権力の利益との矛君を理解して意志、表示する結果

が憲法となるというのである。ただ、スベランスキーは，国民がどのようにして自己の利

益の擁護を実現すべきかという問題には，まったく触れていなL、cつまり，憲法の作成は

国民の{期からなんらかの行動の結果なのか，それとも，政府高身が国家の法律の正しくな

いことを認めて，冨民に憲法を下賜するのか，下からか土からか，それがどうもはっきり

しないのである O プレヅテチエンスキーは，この問題について，おそらく，スベランスキ

ーはかれの全政治観にまったく相志して，この覚書において欽定憲法の支持者と Lてあら

われていると考えていいのではあるまいか，と述べている O しかし，富民の利益が侵害さ

れた場合，国民がそれを声明する権科のあること，また，あらゆる場合に国民が憲法の作

成に参与する権利のあることを秘かに認めていたと考えないわけにL、かない，と述べてい

る。30)

27) スベランスキーによれば，国家は本来一定の設措において所与の力をもっ。国家の力はつぎのごと

し。 1)国家を構成する各或員の物理的あるいは人詩的力， 2)産業あるいは国民労動の力，母国民的尊敬
あるいは名誉の力。 (CnepaHCKH負.TIpoeKTbI H 3anHCKH， CTp. 29) 

28) Ibid.， CTP， 31. 

29) Ibid.， CTp. 31. 

30) A. B. npeえTeqeHCKHH，op. ci t.， CTp. 82. 
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r-外的政治様式は，それがいかに構成されていようと，内的政治様式に基づいていなけ
れば，法律に不動の基礎をあたえることができなL、j とスベランスキーはいっている。31)

ここでスベラ γスキーが「外的政治様式J<<BHellIH凶 06pa3npaBJIeHH兄》とよんでいるの

は，公然と制定されたものをさすのであって，これによって国家諸権力が一見均筏を保っ

ているのである O また， I内的政治様式J <<BHyTpeHHbI註 06pa3npaBJIeHH兄》というのは，

国家諸権力がどのひとつも全体制において優位を主張せず，体棋の一切の関係を破壊しな

いように配置されていることをさしているのである。32)かれの見るところでは，国家とい

うのは以上の二つの構成，つまり二つの政治様式をもつのであって，両者はきわめて程違

L，また種々矛盾さえしているのである O そこで前述の引用は，換言すれば，問題は書か

れた憲法にあるのでなく，憲法が現実にもつ力にあるということである O し、かに憲法の本

文が見事につくられていても， i内的政治様式jの現実の力を欠いていれば，その憲法は

意味をもたないというのである O 憲法の現実の力は国民の力のなかにある o i国民は賞に

政府権力を均衡化し，あるいは制限する十分の力を自己のうちにもっている。J33)

しかしこの国民の力を殺している事情が二つある o 1)国民はどこに国民の権力と政府の

権力との境界があるかを知らなし、。したがって国民は自己の権利を主張できないでいる O

2) 国民は階級間の関争でその力を使い果た L，政府に対設する可能性を奪われている o l 

たがって独自の階級をつくる必要があると，スベランスキーは結論する C その独自の階級

とは帝位と国民との聞に立ち，正しく権限を知るほどの教育があり，権力を吾、れぬほどの

独立性をもち，また自己の利益と国民の利益とがむすびついているものである o iこれは

生きた番兵 (OKHBaH CTpa混おとなる O この生きた番兵に国民は国家の権限を代行させ

る。J34) ところで，国民の利益の「生きた番兵J の役割を果たすものは，スベランスキー

のいわゆる「国民の上流階級J<<BblC田沼註 KJIaCCHapO)J，a))である035〉この「ど流階級j こ

そ憲法の現実性を保証する力があると，スベランスキーは考え，覚書の前半の最後の部分

はこのことの証明にあてられている O

覚書の後半はロシアの現行体制の分析にあてられている O スベランスキーはおどろくべ

き的確さをもって「地主に対する農民の従屠と君主に対する貴族の従震との間の椙違Jは

存在しないと述べている O ロシアには二つの身分がある O それは「君主の奴隷J <<pa6bI 

rocy瓦apeBbI>>と「地主の奴隷J<<pa6bI nOMeI.I..(HtIbH>)だ。前者は後者に比較してわずかに

自由だというにすぎなし、o i乞食と哲学者とを除いて，事実土ロシアに自由な人間はし、な

い。J36) もしこのような社会構成が変わらないで残るとすれば，不動且つ不易の法の制定

などという思想、を棄てる必要がある O なぜ、ならこのようなところに法は存在しえないから

31) CrrepaHcKH札口poeKThlH 3arrHCKH， CTp. 33 
32) Ibid.， CTp. 31-2. 

33) Ibid.， CTp. 36. 
34) Ibid.， CTp. 37. 

35) スベラ γスキーは「上流階級J<<BhlC出 H詰 KJI3CC))と「下層階殺J<<HH3111H員 KJI3CC})とに大関して

いるが，後者は名前や外見こそちがっているが，前者と利益をひとつにするものだと述べている。 (Ibi-
d.， cTp.37.) 
36) Ibid.， CTp. 43. 
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である。主たこのような状態のもとでの国宮の増大は忘れる必要がある。なぜtf:.ら同慌の

増大は所宥権に基礎をおくものであり，確固たる法に保証されざる財産は存在しないから

である。最後に，教育の普及という思想、も埋没されねばならぬのなぜ、なら，教育ある奴:素

ほど不幸なものはないからで怠る C しかも，奴隷状態にある国民の教育は蜂起(ブγ 刊

をひきおこすおそれがあるのみだからである O あきらかにこのブントの危険をスベランス

キーはよく理解 Lているといってよかろうの

ロシアの社会政治体制の変革は必然である C そのことはいかなるヨーロッパ国家も長く

専制国家としてとどまっているわけにいかないという真理に注目するならば，なおーそう

あきらかであろうっ 「教育の普及度，隣国の思想、や実例の上げ潮とひき瀬と国内感信にひ

たすら注意する必要がある L，ひたすら国民の声なき声に耳を傾げて，変革の必要をあか

るみに出 L，一般の期待や希望の程度を察知する必要がある oJ37> もとより，スベランス

キーば，ロシアは万里の長城で西欧と切り離されているわけにいかないと考えていた L，

主た，ロシアはヨーロヅパの政治生活と共通の道に参与していると考えていたっ f隣国の

思想、や実例の七子潮とひき潮j という言葉はフランス革命の諸事件をそれとなく指Lてい

ることはあきらかだとコロシアが西致でおこったこれら諸事件のよびかけになにも応容Lな

いで通りすぎてしまうことはありえないのである。また:国民の声なき声 I<<Hapo瓦HhI詰

r.'Iyxo員 OTronoCOK>> 二言及 Lているが， これはロシアの国家体制jの変革の必要を理解 L

ょうとしない人々に対する警告であった。つ主り， 「声なき声 は国民大衆の巨大な発5

i二変わりうるのだと警告しているのであるつ

さらに，スベランスキーは一連の具体的諸改革を提案 Lている灯すなわち，第一，第二，

第三あるいは第四の階級の人々から特別のクVレープとしてす離したものをもって世襲貴族

の社会層をつくる必要があると考えている 038〉以上の社会屠に入らぬ残余の貴族は民衆

(HapO，lJ，)と混和する。最高範轄の貴族も完全に閉鎖的ではないの 「ところで，当の階級

f貴族〕より低い，若干の富裕な人々 <<6oraThIe mO，lJ，H>> をこの階級に移すことは君主の

権力次第であろうJといい， I偉大な国家においては，ユリウス・カイサノレばかりでなく，

グラッススも必要である。後者が生きているかぎり，前者はあえて最高統治権を盗み出そ

うと LなL¥!と述べている。39) スベランスキーはかれがつくろうとした社会グループのカ

スト的閉鎖性の支持者ではなL、およそかれは完全に相互に孤立Lた社会グループの形成

には反対である O この覚書のなかで， I鞍業によって身分を分け，その各身分が独占的な

権利をもつことほど，自告にとって馬鹿げた，また脊害なものはなL、。このような法期は

専制の根本法 αopeHHoe y.710)KeHlle CaMOBJ1aCTH兄》とよんできしっかえなL、。J40) と述

べているところがある O このように，かれのし、わゆる <<BhICI.llH員 K.7JaCCHapO瓦a>> (国民の

~--.流階級〉ーーかれはこれを「真の君主政貴族 J (<HCT即日oeMOHapXH4eCKOe ，lJ，BOp兄HCTBQ))

37) Ibidけ CTp.50-51. 

38)岳費族(，llBOp5IHCTBO)，②商人 (KynelJeCTBO)，⑧町人 (Me凹aHCTBO)，(主)同有地農民 (Ka・

3eHHble rrOCeJIHHe) 

39) CrrepaHcKH札口poeKTbIH 3arrHCKH. CTp. 52 

40) Ihid.， CTp. 36. 
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ともいっている 41)ーーは永久に自己閉鎖的な社会グループではなし、。それは「富諮な人々j

<<ooraTble JIぉ互のによって充たしうるし，またそうしなければならないのである O 前述の

ように「生きた番兵」の役裂を果たすべきこの措級は一種の貴族アリストグラート<<J1.B 0・

戸 HCKa冗 apHCTOKpanIH>>を形成するが，しかし自己閉鎖的でないという点で，スベランス

キーの綱領以前のヴォロンツォフ兄弟の景族立憲主義と本質的に異なっているのである O

スベランスキーの覚書の最後の部分は，農民問題をあつかっている O 前述のように，か

れの縞領によれば，下級の貴族 <<HH3出 eeJ1.BOp兄HCTBO>>は民衆 <<Hapoρ と混合するので

あるが，かれの指捕しているように，泊予0且と)J.BOpHHCTBO との完全な融合は，たとい

その)J.BOpHHCTBOが下級の場合であれ，かれらが依黙として農奴所有権を所有しているか

ぎり，生じえないのである O そこで当然農奴制の問題に突き当たるのである O スベランス

キーは，しかし，貴族を他のあらゆる社会グループとするどく区別しているところの農奴

所有権は永久的なものでないと，深く確信しているのであるo I農奴所有権の廃止がどれ

詰ど菌難にみえようとも，それは一般理性に反するもので，あたかも一時的なもの，また，

必然的に消滅していかねばならぬものと，判断せざるをえなL、j とスベラ γスキーは述べ

ている042〉農奴制度の察止は「時間と多くの準錆を要するjが，しかし，いつか廃止のと

きが来なければならぬ。現在のところは，農奴市!察止は不可能である。なぜ、ならば，解放

農民はある程度設浪生活に移る可能性があち，それはかれら自身にとってもはなはだ有害

であると陪時に，霞家経済一般にとってもはなはだ有害だからである O 43〉さしあたっては，

農民義務を調整し裁判によって地主の怒意から農民を守ることを確立せねばならない。

それによって，農民が地主に対する人格的隷露をまねかれ，また，土地への緊縛をまぬか

れるようにしてやらなくてはならな'-"0それとともに，スベランスキー辻，人頭税を土地

に対する税金にかえること，不動産登記証券には，農奴の数でなく，土地の量を記入する

ことを提案したc紛

1803年，スベラ γスキ{は，コチュベイ (B.D. Ko可yoe員)をとおし，アレグサンドル

の委任をうけて，覚書を書いた。この覚書は，実擦的提案の部分において，前述の覚書以

上の発展をみせている。この覚書は「ロシアにおける行政および司法制度の組織に関する

覚書J <<3anHCKH OO yCTpO員CTBe npaBHTeJIbCTBeHHbIX H cy)J.eOHbIX y可pe>K)J.eHH註 B

POCCHs>>という名称をとっているが， この名称はのちにセメヴスキー (B. 11. CeMeB-

CKH長)がこの覚書を印刷に関したときつけたもので，はじめからそうなっていたので、はな

L 、。その覚書の理論的部分は，前年の覚書と同じ原理の上に立脚しているのであるが，若

干の点で、本質的にちがっているのである O

スベランスキーは， 1802年の覚書で出した見解，つまり，ロシアは「真の君主政J<<HC・

切 HHOMOHapXHqeCKOe npaBJIeHHe>> の国家とよぶわけにいかないという見解を，この覚

書のなかでもくりかえしている O いったい，ロシアは「できるだけ君主政に近ずき，しか

41) Idid.， CTP. 49. 
42) Ibid.， CTp. 54. 
43) Ibid.， CTp. 55. 
44) Ibid.， CTp. 54-55. 
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191ft記拐期のロシアにおげる改草運動の底流 (1)

も立の秩序を破壊しなLぺような支配体制をもつことができるだろうか，という問題に対

する解答が，この覚書の根本的内界をなすのである。スベランスキーは，まず， I君主政

体の抽象的典型J<<OTB江e可eHHbl註o6pa3euMOHapXH4eCKOrO ynpaBAeH悶》を概観L，ロジ

アはどの程度その典型に近いか，また，遠いかをあきらかにLょうとしている。そ Lて，

国家の統治を五つの主要な部門，すなわち，警察・裁判・軍隊・外交・国家経済に分けて

いるが，この覚書では，以上の五つの部門のうち，軍!議と外交を除き I真の君主政j国

家において，警察・裁判および国家経済はどうあるべきか，ということに分析を限定して

いる。45)

スベランスキーは，一般の幸福の名において人間の白熱的自由を一定の規則で制限

することj が法律だと考えているc 人聞が悟入の幸福を追求することと一般の幸福とは常

に衝突する O この二つの力が相互に平衡を保っているかぎり，国家において社会的平穏が

支配する O 常に社会的平穏を維持するために，国家は「人々の公共の行為j 傾向AH4Hble

瓦eHHHHJIぉ瓦ω を定め，方向づけをあたえる権力を組織する O この権力が警察である O

「真の君主政j菌家では，警察は何よりもまず，法を破ろうとする試みを予防すべきであ

って，専告Ij国家に往々みられるごとき法律違反に対する懲罰をおこなうべきでなL、。いか

に警察が整嶺されていようとも，警察だけでは「あらゆる無秩序をそもそもの初めにおい

て姐止すること」はできなL、それを劫汁るのが裁判所である C 刑事法廷の機能は犯罪に

よって加えられた損害の程度を決定 L，法に却した刑罰を課することである O 裁判につい

て述べた覚書の部分を作成するにあたって，スベランスキーほ， I真の君主政J国家にお

ける裁判は最大限法の遵守を確録するものであらねばならぬことを問題としたっ最後に，

スベランスキーは国家経済をとりあげ， i真の君主政一j国家は国家の経済生活を整える

ものであるといい，その目的は二つあるとL、う O すなわち第ーに， I国富の量J <<MaCCa 

rocynapCTBeHHoro 60raTCTBa>>をふやすこと，第二に， I最も重荷にならぬ方法でJ国家

JI1.入をえ，その収入を「過不足なく J国政の経費に割り当てることであるO

さて，以1::の警察・裁半lj・国家経済の重要統治部門はそれぞれ適当な方法で、組織されね

ばならぬ。その組織の張本的京理はつぎのようなものである O 個々の部門の間に内部的統

ーがなくてはならぬ。 Lか L，それぞれの部門の栢違を混同しではならぬ。最後に，よき

遂行者を選択せねばならぬ。なぜなら I法の力はたんに法の内的緬{甚だけで誌かるべき

でなく，実行の方法によってはからねばならぬからだっJ

君主致のあらゆるよき制度の一般的諸京別はこのようなものだ，とスベラ γスキーは結

論しているが，しかし，かれの述べている 7ー穀的諸京別」は爵家基本法ではなし、。本費

的にそれは行政法の原則であるむこれらの諸原則が独立的意味をもたぬこと，国家基本法

から派生するものであることを，スベラ γスキーは，もとより，よく理解している。そこ

で，かれは「真の君主政」国家の基本となる憲法の諸原則を述べている。その諸原則とi主

つぎのようなものである。すなわち， I一切の身分は……自由であって，ある程度立法権

に参与する。J 行政権は一入者に帰麗し‘あらゆる立法行為の裁可もこの一入者によるの

行政権の執行者たちは「国民の独立の諸階級Jに責在を負う。裁判官は国民によってえら

45) Jhid.， CTp. 86-139. 
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ばれるの タjの行政活動は公開される oI確実に一定の諸制限内でj出肢の自由を認める。

1802年の上述の二つの覚書に述べられた思想、に照応して，スベランスキーはその憲法原案

に註釈しているが，そのなかで強調していることは，憲法というものは紙上の創作でない

ということ，現行諸階級によってでなく， I国民慣習と国民精神;によって支持されるの

だということである O

ところで，ロシアの現行体制は，向としても「真の君主制UJ国家のあらゆる要求に即し

ていなL、。ツアーリ権力はなんら制限されていないのであって，ただ「意見や習慢や多年

の権力行使によって定められた若干の精神的制限j をもっているにすぎないのである O 言

葉を換えていえば，伝統以外に，専制君主の権力を制限するものは何もないのである G 君

主が法に従うというような体制をロシアに創ることは不可能な状態にある O 何よりもま

ず，奴隷状態がこれを妨げる。奴隷状態は「独立の階級J<<He3aBHCHMOe COCJIOBHe))をつ

くることをゆるさなし、。独立の階級なくして立法権と行政権とを分かつことはできない。

法があらゆる国家生活を従麗させる噌ーの力とはなりえなL、。出版の自出の欠郊と大臣の

事実上の無責任とはロシアが「真の君主政j国家から遠くはなれている度合をましてい

るO しからば，ロシアはどのようにして「真の君主政J国家に近づくことができるのか。

スベランスキーのみるところでは，ロシアは「大急変J<<BeJIHKHe rrepeJIOMbI>>によっては

決してそこへ近づくことができないのであって，序々に一連の諸改革をおこなうことによ

ってのみ，そこへ近づくことができるのである O そして，スベラ γスキーが提案している

諸改革というのは，元老院を改組して，立法完老院・行政元老院・司法元老院を制度化す

ること，一体化された省 <<MHHHCTepCTBO>>をつくること，また，最後に「よきJ<()1.06PbIH)> 

農民法典を作成すること，であった。上記の三つの元老院は独自の権力をもたぬものであ

って，このような元老院の組織は専制政治を動揺させないであろうが，しかし，これらの

諸制度によってロシアは他のヨーロヅパ諸国と同一範轄の上に立脚するであろうしまた，

専制君主の意志は，たとえかれがその権力を悪用しようとしても，束縛されていることに

気づくだろうと言っている O 以上のようなスベランスキーの考察には，専昔話権力に対する

法の優位という思想の勝利がもはやみちれなし、。ただ，そこにあるの法，専昔話君主の部jか

らの権力の悪用を予防しようとする方法のみがある，ということである。

以上，スベラ γスキーが 1802，......，3年の三つの覚書において述べていることを，いまここ

で結論するならば，かれはつぎのような張本的立場に立って発言していると言ってし泊、だ

ろう O 以下，プレッテチエンスキーの所説に準拠して，述べてみよう 044〉

スベラ γスキーは，ロシアの環行国家体制は変革されねばならぬだろうということを，

深く確信していた。すなわち専館政治<<)1.eCrrOTHH>>は f真の君主政治J((HCTHHHa兄 MOHap-

XHH>)にとってかわられるであろうというのである O このような変革の必要は，何よりも

まず，つぎのことによってひきおこされる O すなわち国民 (HapO)1.)が自分の利益と政府

の利益との矛震を意識しはじめるということだ。この意、識によって，国民法消極的な状態

を出て，積撞的な力に変わるのであるO 西欧における国民運動がこのプロセスを促進する C

46)口pe瓦Te可eHCKH詰.0可epKH，CTp. 87-9. 
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ミのような事態は，政府にとって，まことに好ましくない結果をはらんでいるつ i国民の

戸なき声J<<HapO，l{HbI員 r.llyxo註 OTrOJIOCOK>>すなわち，国民大衆の秘められた動揺が反乱

に変わる可能笠もあるのだ。ところで，スベラ γスキーはナロードと政府との間の矛盾を

反乱によって解決 Lょうとは思わない。ナロードは自分自身の運命を創造しえないものだ。

ナロードにゆるされている最大のものは;国家基本法Jの作成に参与することだ。だが，

かれらはつくられた憲法を雑持することができな¥"0その機能を遂行するのはナロードで

はなL、。憲法の遵守を確訣しうる現実の力として，スベランスキーは， 1802年の覚書にお

し、て， r貴族J<<apHCTOKpaTHH>> を考えている 0 1803年の覚書では，もはや，そのことにつ

いて何事も語られていないが，しかし，その考察をつうじて，ナロードの利益の;生きた

番兵J<<来日Ba兄 CTpa)Ka>>の役割をナロードそのものに帰属させうる，というような結論は

とこからもひき出せなL、。その考察のどこにも，スベランスキーは，支配措絞の物質的も

しくは精神的な利益になんらかの損害をあたえる可能性について示唆をあたえている痕跡

はな¥，"コなる誌ど，農奴市!という制度の存在に対して，かれはあきらかに共鳴していない

し，将来，この割愛の没落の必然性を確告している O それにもかかわらず，かれはこの度

奴告IJを不可誌のものとして残している O かれ法ただ，農民と地主との間の相互関係の調整

を提案しているにすぎない。

以上のように，現行捧帯!の変革の必要は，スベランスキーにあっては，まづ:;(<;_...，二，革

命を予拐しようとする志向によって生じた。しかし，それだけでない，第二に，それは国

家の生産力を発展させようとする配患によって生じている C 現行の農業=農民法規のもと

で、は農民の私有財産の発達はほとんど不可能だといってよ L、。私有財産こそ国富の源京で

ある O したがって， %.L.有財産を獲得する権利を奪われているものにもその権利を確保し，

財産の不可長性を長障する;去の発布が必要である O だが，スベランスキーはこの思想を発

展させていないので，財産を保揮する法律発布の要求のなかに，とのような内容をもって

いたかを判断するのは国難であるむ

最後に，ロシアにおける教育の普及は現行国家体制のもとでは不可龍だ一一これがスベ

ランスキーをして現行国家体制の変革を提起させた第三の動機である O スベランスキーに

とって，教育の普及が必要なことは，いまさら，説明の要もないほどあきらかである O 教台.

の普及が不可能なのは，スベランスキーによれば，ナロードが奴隷状態にあるからだo t.こ

だ，この奴隷状態、と農奴制とは，かれにとって，けっして等しい続念ではなかったよう

だっかれは経済外的強制の権利を奪おうとしていないο 地主による農民労働の収奪の権利

を奪おうとしていなL、o Lかし同時に，畏民と地主との関孫における奴隷所有的諸要素の

絶波を欲している O いうまでもなく，この種の要求を実現するには，国家の社会=政治枠

制の変革が必要であったのである C

最高権力も法に従うという立憲国家の確立，国民代表の参加による憲法の作成，現行設

菜=農民法則の変更，教育の普及一一一これらすべてはロシアを i真の君主政jに変化させる

であろう。 Lか L，現在のとこん，ロシアをそのような国家へ近づけることのλが可詑な

のであるわ却刻， I去のZI主政 lへ転換することは¥，い、j才わフゆる f大変変.革 J <<Be町亀J泊7

江01¥t矧blオ1>) な Lυiに二コ;t，不可能なのでで、ある ο よだこが， スベランスキ-，れ、わゆる[大変苧-，を欲 L
たいのであるの
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Undercurrent of the Ref orm Movement 

in the 1ミeignof Alexander 1. 

Toru IWAMA 

We can understand the development of the modern Russian society in terms of 

“modernization." It is true that the modernization ofまussiain the 19th century 

had been carried out by peaceful reforms. In this sense， the role of reformers-

bureaucrats was very important in Russia. But at the same time， it is undeniable 

that the哀ussianmodernization would be impossible without the impact of revolutio-

nary movements. It is essential to bear in mind the peculiar importance of the role 

of the intelligentsia in the Russian revolutionary movements. Therefore， the Russian 

modernization had been carried through the way of reform and the impact of revolu-

tion， and these two factors worked simultaneously in the process of Russian modern-

ization. The reform movement under Alexander 1 was not an exception. 

The purpose of this paper (Part 1) is to evaluate the reform programs of A. R. 

Vorontzov， La Harpe and Speransky in the first decade of the 19th century. Each 

of them reprぉentedaristocratic constitutionalism， bourgeois liberalism or bureaucratic 

constitutionalism， and their programs were symptoms of the ‘liberal' atmosphere at 

the beginning of the reign of Alexander I. It is important for us to find out the 

roots of the ‘liberal 'atmosphere. Alexander's' liberalism' had a sense of conservat-

ism to preserve the present po1itical regime at any expense. It will be discussed in 

the next volume of the “Slavic Studies，" that conservatism was an undercurrent of 

the reform movement in the reign of Alexander 1. 

50 


